
　

子
ど
も
の
た
め
の
手
当
や
障
害
者（
児
）

の
た
め
の
手
当
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
当

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

《
児
童
手
当
》

▼
対
象
＝
小
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方

▼
支
給
月
日
＝
２
・
６
・
10
月（
原
則
７

日
／
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

▼
支
給
額
（
月
額
・
子
ど
も
一
人
当
た
り
）

《
児
童
扶
養
手
当
》

▼
対
象
＝
離
婚
・
死
亡
・
行
方
不
明
な
ど

で
父
が
い
な
い
家
庭
、
ま
た
は
父
が
重
度

の
障
害
（
身
障
手
帳
１
〜
２
級
程
度
）
の

状
態
に
あ
り
、
18
歳
以
下
（
18
歳
に
達
し

た
年
度
の
末
日
ま
で
）
の
児
童
（
児
童
が

障
害
者
の
場
合
は
20
歳
未
満
）
を
養
育
し

て
い
る
方
／
た
だ
し
、
公
的
年
金
の
受
給

者
と
児
童
が
父
の
障
害
年
金
の
加
算
対
象

に
な
っ
て
い
る
と
き
は
適
用
除
外

▼
支
給
月
日
＝
４
・
８
・
12
月（
原
則
11

日
／
申
請
月
の
翌
月
か
ら
支
給
）

▼
支
給
額
＝
月
額

　

子
ど
も
に
起
こ
り
や
す
い
事
故
や
病
気

を
知
り
、
そ
れ
ら
の
予
防
や
手
当
の
方
法

を
実
技
中
心
に
学
ぶ
講
習
会
で
す
。

▼
開
催
期
日
＝
９
月
11
日
（
月
）
〜
13
日

（
水
）
の
全
３
日
間　

▼
時
間
＝
午
前
10

時
〜
午
後
４
時　

▼
場
所
＝
豊
橋
赤
十
字

血
液
セ
ン
タ
ー
３
Ｆ
会
議
室
（
豊
橋
市
東

脇
３

－

４

－

１
）　

▼
受
講
料
＝
教
本
・

保
険
料
な
ど
１
２
０
０
円
／
別
途
、
教
材

送
料
・
振
込
手
数
料
必
要　

▼
そ
の
他
＝

検
定
合
格
者
に
は
「
赤
十
字
幼
児
安
全
法

支
援
員
認
定
証
」
を
交
付　

▼
申
し
込
み

＝
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
所
定
の
申

込
用
紙
ま
た
は
は
が
き
に
て
（
は
が
き
の

場
合
は
、住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

▼
日
本
赤
十
字
社
愛
知
県
支
部
奉
仕
課

（
〒
４
６
１

－

８
５
６
１　

名
古
屋
市
東

区
白
壁
１

－

50
）

☎（
０
５
２
）９
７
１
局
１
５
９
１　

　
（
０
５
２
）９
７
１
局
１
５
９
０

▼
対
象
＝
豊
橋
市
・
田
原
市
在
住
の
方（
子

ど
も
同
伴
不
可
）　

▼
日
時
＝
８
月
29
日

（
火
）
午
後
1
時
〜
３
時
30
分　

▼
場
所

＝
和
の
膳
お
ざ
き
（
豊
橋
市
飯
村
北
３

－

12

－

５
）　

▼
定
員
＝
20
名
（
申
し
込
み

多
数
の
場
合
は
抽
選
／
結
果
は
８
月
20
日

ま
で
に
通
知
）　

▼
内
容
＝
旬
の
地
元
食

材
を
使
っ
た
ラ
ン
チ
を
食
べ
な
が
ら
、
使

用
食
材
や
地
産
地
消
、
食
育
に
つ
い
て
学

び
ま
す
。　

▼
受
講
料
＝
２
０
０
０
円（
資

料
・
食
事
代
）　

▼
申
し
込
み
＝
８
月
16

日
（
水
）
ま
で
に
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル

に
て
（
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

▼
豊
橋
田
原
Ｉ
Ｔ
農
業
推
進
会
議
事
務
局

（
〒
４
４
０

－

８
５
０
１　

住
所
不
要　

豊
橋
市
役
所
農
政
課
内
）

☎（
０
５
３
２
）51
局
２
４
７
１　

　
（
０
５
３
２
）56
局
５
１
３
０

　

nosei@
city.toyohashi.lg.jp

　

http://w
w
w
.city.toyohashi.aichi.jp

/nousei

各
種
社
会
福
祉
手
当
制
度
の

ご
案
内

豊
橋
田
原
食
育
体
験
講
座

　
　
　
　
　
　
（
第
１
回
）

赤
十
字
幼
児
安
全
法
講
習
会

手
当
制
度

子
ど
も
の
た
め
の

区　

分

支
給
額

１
人
目

５
０
０
０
円

２
人
目

５
０
０
０
円

３
人
目
以
降

１
万
円

区　

分

支
給
額

１
人

全
額
支
給

４
万
１
７
２
０
円

一
部
支
給

４
万
１
７
１
０
円

〜
９
８
５
０
円

２
人

全
額
支
給

４
万
６
７
２
０
円

一
部
支
給

４
万
６
７
１
０
円

〜
１
万
４
８
５
０
円

３
人

以
上

１
人
に
つ
き
３
０
０
０
円
加
算

※
所
得
に
よ
り
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す

※
所
得
に
よ
り
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

子
ど
も
の
た
め
の
手
当
制
度

▼
児
童
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
23
局
３
５
１
３　

23
局
３
５
４
５

障
害
者
（
児
）
の
た
め
の
手
当
制
度

▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
23
局
３
５
１
２　

23
局
３
５
４
５
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